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Vol.３５５    

平成２６年２月１３日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

介護保険計画課 

 
各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）   
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局介護保険計画課  

今回の内容 

 
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進 

するための関係法律の整備等に関する 

法律案について 

 

計 １１６枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線２１６４、３９３７、３９７１) 

F A X  : 03-3503-2167、03-3503-7894、03-3595-3670 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 



事 務 連 絡 

平成２６年２月１３日 

 

  都道府県 

各 指 定 都 市 介護保険担当部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等 

に関する法律案について 

 

介護保険制度の円滑な推進につきましては、平素から格別のご尽力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律案」につきましては、２月１２日に閣議決定され、同日                             

国会に提出されました。 

本法案について、法律案概要（別紙１）、「介護保険制度の改正事項に関する

考え方」（別紙２）、法律案要綱（別紙３）、「地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案について」（別紙４） 

を情報提供いたしますので、御了知の上、管内市町村（特別区を含む。）をはじ

め、関係者、関係団体等に対して周知いただきますようお願いいたします。 

 

 （照会先） 

別紙１ ３.③～⑤について 

老健局介護保険計画課 企画法令係 

（代表）03-5253-1111（内線 2164） 

 

別紙１ ３.①について 

老健局振興課 法令係 

（代表）03-5253-1111（内線 3937） 

 

別紙１ １.①・②及び３.②について 

老健局高齢者支援課 企画法令係 

（代表）03-5253-1111（内線 3971） 

 



地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を
構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医
療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係）

①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、

消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置

②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに
地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定

②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）

①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に

移行し、多様化 ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業

②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を拡充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あり）

⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加

４．その他

①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ

③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置

④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期）

公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。

概 要

趣 旨

施行期日（予定）
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別紙１



○ 団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の
確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題。

○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進す
るための新たな財政支援制度を創設する。

○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。

◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。

◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成26年度は回復
期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想（ビジョン）の策定後に更なる拡充を検討。

都道府県

基金

事 業 者 等

市町村

交付

申請 交付

①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成

国

消費税財源活用

交付都道府県計画
提出

【新たな財政支援制度の仕組み（案）】

申請 交付

１ 病床の機能分化・連携のために必要な事業

（１）地域医療構想（ビジョン）の達成に向けた医療機関の施設・設備の
整備を推進するための事業 等

２ 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業

（１）在宅医療（歯科・薬局を含む）を推進するための事業

（２）介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等

３ 医療従事者等の確保・養成のための事業

（１）医師確保のための事業

（２）看護職員の確保のための事業

（３）介護従事者の確保のための事業

（４）医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等

②在宅医療の推進・介護サービスの充実

交付

②在宅医療の推進
・介護サービスの充実

市町村
計画提出

申請

新たな財政支援制度の対象事業（案）

①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。
②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及び透明
性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。
※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配
分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。（公正性及び透明性の確保）

地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み（案）

医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度

■国と都道府県の負担割合は、２／３：１／３

平成26年度
：公費で904億円
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（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に
選択

医
療
機
関

（A病棟）
急性期機能

（C病棟）
慢性期機能

（B病棟）
回復期機能

医療機能の現状と
今後の方向を報告

都
道
府
県

病床機能報告制度と地域医療構想（ビジョン）の策定

○ 病床機能報告制度（平成26年度～）
医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都

道府県に報告する制度を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

○ 地域医療構想（ビジョン）の策定（平成27年度～）
都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機
能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する
ための地域医療のビジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。
国は、都道府県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度～）。

医療機能の報告等を活用し、地域医療構想（ビ
ジョン）を策定し、更なる機能分化を推進

（地域医療構想（ビジョン）の内容）

１．２０２５年の医療需要
入院・外来別・疾患別患者数 等

２．２０２５年に目指すべき医療提供体制
・二次医療圏等（在宅医療・地域包括ケアについては市町村）
ごとの医療機能別の必要量

３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等
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4

地域医療構想（ビジョン）を実現する仕組み

（１）「協議の場」の設置
○ 都道府県は、地域医療構想の実現について、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う「協議の場」を設置。
医療機関相互の協議により、地域医療構想を推進していくが、協議だけでは進まない場合には、都道府県知事が以下の措置を講
ずることができることとする。

（２）都道府県知事が講ずることができる措置
① 病院の新規開設・増床への対応
○ 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。

② 既存医療機関による医療機能の転換への対応
［医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場合］
○ 都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができることとし、転換にやむを得ない事情がないと
認める時は、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関等には命令）することができることとする。

［「協議の場」の協議が調わず、自主的な取組みだけでは機能分化・連携が進まない場合］
○ 都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請（公的医療機関等に
は指示）することができることとする。

③ 稼働していない病床の削減の要請
○ 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対して、医
療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることとする。
※ 現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令することができることとなっている。

【医療機関が上記の要請又は命令・指示に従わない場合の措置】
○ 医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事が勧告を行う。当該勧告にも従わない場合や、公的医療機関が上記
の命令・指示に従わない場合には、現行の医療法上の措置（管理者の変更命令や公的医療機関への運営の指示等）に加えて、
以下の措置を講ずることができることとする。
イ 医療機関名の公表
ロ 各種補助金の交付対象や福祉医療機構の融資対象からの除外
ハ 地域医療支援病院・特定機能病院の不承認・承認の取消し



○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行（２９年度末ま

で）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援（高齢者の状

態像等に応じたケアマネジメント）。高齢者は支え手側に回ることも。

○総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。

○国は、指針（ガイドライン）を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。

予防給付の見直しと地域支援事業の充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充
・認定に至らない
高齢者の増加
・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

＜地域支援事業の充実＞

①生活支援・介護予防の充実

②在宅医療・
介護連携の推進

③認知症施策
の推進

④地域ケア会議
の推進
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〔見直し案〕

○ 原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施
設としての機能に重点化【既入所者は除く】

○ 他方で、軽度（要介護１・２）の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であ
ると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める
【 参考：要介護１・２であっても特養への入所が必要と考えられる場合（詳細については今後検討） 】

知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

特別養護老人ホームの重点化

2.7 

3.1 

12.5 

9.0 

8.7 

14.9 

26.1 

20.3 

19.0 

36.7 

32.0 

28.7 

25.6 

35.8 

22.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２３年

平成１２年

要介護度別の特養入所者の割合

（３．３５）

（３．８９）

【参考】
平成23年度における
特養の新規入所者

※全体の約14万人
のうち要介護１・２は
約１．６万人

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ （平均要介護度）

要介護１～２ 要介護３ 要介護４～５ 計

全体 １３.２
（３１.２％）

１１.０
（２６.２％）

１７．９
（４２.４％）

４２．１
（１００％）

うち在宅の方 ７.７
（１８.２％）

５.４
（１２.９％）

６．７
（１６.０％）

１９．９
（４７.２％）

（単位：万人）特養の入所申込者の状況

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 （平成２１年１２月集計。調査時点は都道府県によって異なる。）

≪ 施設数： ７，８３１施設 サービス受給者数：５１．１万人 （平成２５年８月） ≫
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（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75
1.0

1.25

1.5 （65歳以上全体の約７割）

第5段階 第6段階

月4,972円
（第５期の全国平均額）

第4段階0.3

0.7

〔見直し案〕
給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、

低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。

平成27年度（第６期介護保険事業計画）から実施。

収入第1段階
生活保護被保護
者、世帯全員が市
町村民税非課税
の老齢福祉年金
受給者等

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等

第3段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
１２０万円超等

第4段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課税
者がいる）

第5段階
市町村民税課税かつ
基準所得金額190万
円未満

第6段階
市町村民税課税かつ
基準所得金額190万
円以上

第1段階 第2段階
特例
第3段階

第3段階

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる

市町村民税 本人が課税

特例
第4段階

更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。
（2015年度時点で最大1,300億円の公費投入）

特例第3段階
（保険者判断で
設定可能）

世帯全員が非課税
かつ本人年金収入
等80万円超120万円
以下

特例第4段階
（保険者判断で
設定可能）

本人が非課税かつ
本人年金収入等80
万円以下

第１・第２段階 0.5 → 0.3

特例第３段階 0.75 → 0.5

第３段階 0.75 → 0.7

27年度～現行
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○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律１割に据え置いている利用者負
担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を２割とする。ただし、月額上限があるため、
見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない。

○ 自己負担２割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、
被保険者の上位２０％に該当する合計所得金額１６０万円以上の者（単身で年金収入のみの場合、280万円以上）

○ 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位２０％に相当する基準を設定
したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15％程度、特養入所者の５％程度と推計。
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自己負担限度額（高額介護サービス費）のうち、医療保険の現役並み所得に
相当する者のみ引上げ

負担割合の引き上げ

負担上限の引き上げ

年金収入

介護保険料
が第６段階
３１０万円

合計所得金額

住民税
非課税
１５５万円

160 190

200100 300 400

自己負担２割とする水準（単身で年金収入のみの場合）

モデル年金
(厚生年金)
１９８万円

（案）被保険者の
上位２０％
２８０万円

医療保険の
現役並み所得
３８３万円

一定以上所得者の利用者負担の見直し

自己負担限度額（月額）

一般 37,200円（世帯）

市町村民税世帯非課税等 24,600円（世帯）

年金収入80万円以下等 15,000円（個人）

現役並み
所得相当

44,400円

一般 37,200円

〈見直し案〉

自己負担限度額
（現行／世帯単位）

現役並み所得者
80,100＋医療費1％
（多数該当：44,400円）

一般 44,400円

市町村民税非課税等 24,600円

年金収入80万円以下等 15.000円

参考：医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額

〈現行〉

※年金収入の場合：合計所得金額＝年金収入額－公的年金等控除（基本的に120万円）

平均的消費支出
（無職高齢者単身世帯）

１７０万円



補足給付の見直し （資産等の勘案）

預貯金等

非課税年金収入

一定額超の預貯金等（単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定）がある
場合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナ
ルティ（加算金）を設ける

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する

○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、そ

の申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。

○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であ

ることから、資産を勘案する等の見直しを行う。

居住費

食費

１割負担
1.5 1.5 2.5 2.8 0.9 1.2 

2.0 
4.2 

2.5 2.5 

4.0 

6.0 

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

8.5万円

＜現在の補足給付と施設利用者負担＞

【補足給付】
居住費：2.0万円
食 費：2.2万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.0万円

【補足給付】
居住費：3.5万円
食 費：3.2万円

13万円～5.2万円

第1段階 ・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

第2段階 ・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下

第3段階 ・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第２段階該当者以外

第4段階
～

・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者

4.9万円

負
担
軽
減
の
対
象

＜見直し案＞

※ ユニット型個室の例
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配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘
案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外

（※）認定者数：１０３万人、給付費：２８４４億円［平成２３年度］



特定行為に係る看護師の研修制度について

医師又は歯科医師が患者
を特定した上で、看護師
に手順書※により特定行
為を実施するよう指示

○2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、その都度、医
師又は歯科医師の判断を仰がず、手順書により、一定の診療の補助（特定行為：例えば、脱水時の点滴（脱水の程度の判
断と輸液による補正）など）を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

○このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、
今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。

『患者の病状の範囲』
の確認を行う

病状の

範囲内

看護師が手順書に定めら
れた『診療の補助の内容』
を実施

看護師が医師又
は歯科医師に
結果を報告

病状の範囲外
医師又は歯科医師に
指示を求める

特定行為に係る研修の対象となる場合

研修修了者の把握については、厚生労働省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受ける（省令で規定することを想定）。

制度創設の必要性

指定研修修了者の把握方法

※手順書：医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書であって、看護師に診療の補助を行わせる『患者
の病状の範囲』及び『診療の補助の内容』その他の事項が定められているもの。
現行と同様、医師又は歯科医師の指示の下に、手順書によらないで看護師が特定行為を行うことに制限は生じない。
本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護師の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に診療の補助
を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。
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医療機関（病院・診療所・助産所）

第三者機関
調査の流れ

全医療機関共通
の調査の流れ

医療事故に係る調査の仕組み

○ 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関（医療事故調査・支援セ
ンター）が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医
療の安全を確保する。

○ 対象となる医療事故は、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又
は死産であって、当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったものとする。

調査の流れ：
■ 対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、第三者機関への報告（①）、必要な調査の実施（②）、 調査結

果について遺族への説明及び第三者機関（※）への報告（③）を行う。

■ 第三者機関は、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析（④）を行い、医療事故の再発の防止に関する

普及啓発を行う。

■ 医療機関又は遺族から調査の依頼（⑤）があったものについて、第三者機関が調査（⑥）を行い、その結果を
医療機関及び遺族への報告（⑦）を行う。

※（1）医療機関への支援、（2）院内調査結果の整理・分析、（3）遺族又は医療機関からの求めに応じて行う調査の実施、（4）再発の防止に関する

普及啓発、（5）医療事故に係る調査に携わる者への研修等を適切かつ確実に行う新たな民間組織を指定する。

（注２）第三者機関への調査の依頼は、院内調査の結果が得られる前に行われる場合もある。

②院内調査

③報告

第三者機関
（医療事故調査・支援センター）

④収集した情報の整理・分析

①報告

⑤依頼⑤依頼

必要な支援

必要な情報の提供・支援

支援団体
⑦報告

⑥ 調 査

③説明

（注１）支援団体については、実務上厚生労働省に登録するとともに、委託を受けて第三者機関の業務の一部を行う。

再発の防止に関する普及啓発等
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いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。 
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○地域資源の発掘 
 
○地域リーダー発掘 
 
○住民互助の発掘 
 

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図） 

 地域の課題の把握と 

社会資源の発掘 

地域の関係者による
対応策の検討 

対応策の 

決定・実行 

地域ケア会議の実施 
 

地域包括支援センター等で個
別事例の検討を通じ地域の
ニーズや社会資源を把握 

  

 ※ 地域包括支援センター 
  では総合相談も実施。 
    

日常生活圏域ニーズ調査等 
 

介護保険事業計画の策定のため
日常生活圏域ニーズ調査を実施
し、地域の実態を把握 

医療・介護情報の 
「見える化」 
（随時） 

 
他市町村との比較検討 

ＰＤＣＡサイクル 

量
的
・質
的
分
析 

■都道府県との連携   
 （医療・居住等） 
■関連計画との調整 
 ・医療計画 
 ・居住安定確保計画 
 ・市町村の関連計画 等 

■住民参画 
 ・住民会議 
 ・セミナー 
 ・パブリックコメント等 

■関連施策との調整 
 ・障害、児童、難病施策等 
  の調整 

事
業
化
・施
策
化
協
議 

  

■介護サービス 
 ・地域ニーズに応じた在宅 
  サービスや施設のバラン 
  スのとれた基盤整備 
 ・将来の高齢化や利用者数 
  見通しに基づく必要量 
 

■医療・介護連携 
 ・地域包括支援センターの 
  体制整備（在宅医療・介 
  護の連携） 
 ・医療関係団体等との連携 

 
■住まい 
 ・サービス付き高齢者向け 
  住宅等の整備 
 ・住宅施策と連携した居住 
  確保 

 
■生活支援／介護予防 
 ・自助（民間活力）、互助 
  （ボランティア）等によ 
  る実施 
 ・社会参加の促進による介 
  護予防 
 ・地域の実情に応じた事業 
  実施 

■人材育成［都道府県が主体］ 

 ・専門職の資質向上 
 ・介護職の処遇改善  
 

■地域課題の共有 
 ・保健、医療、福祉、地 
  域の関係者等の協働に 
  よる個別支援の充実 
 ・地域の共通課題や好取 
  組の共有 
■年間事業計画への反映 

具
体
策
の
検
討 

社会資源 

課 題 介護保険事業計画の策定等 

地域ケア会議 等 

 
□高齢者のニーズ 
 
□住民・地域の課題 
 
□社会資源の課題 
 ・介護 
 ・医療 
 ・住まい 
 ・予防 
 ・生活支援 

 
□支援者の課題 
 ・専門職の数、資質 
 ・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ 
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第5期計画 
  2012  

～2014 

2025 

第９期計画 

 2024 
 ～2026 

第８期計画 

 2021 
 ～2023 

2015 

第７期計画 

 2018 
 ～2020 

第６期計画 

 2015 
 ～2017 

＜2025年までの見通し＞ 

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に 

○ 第６期計画以後の計画は、2025年に向け、第５期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継し
つつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。 

○ ２０２５年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中長期的な
視野に立った施策の展開を図る。 

第５期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①
認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といっ
た重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的に計画の記載内容を充実強化させ
ていく取組をスタート 

２０２５年を見据えた介護保険事業計画の策定 

（参考） 



① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2012年８月 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活  
自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。 

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 
 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 

（万人） 

（1,000世帯） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比） 

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 

 

280万人 

（9.5％） 

345万人 

（10.2％） 

410万人 

（11.3％） 

470万人 

（12.8％） 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010年 2015年 2020年 2025年 

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国 

2010年 
＜＞は割合 

58.9万人 
＜8.2%＞ 

56.3万人 
＜9.1%＞ 

79.4万人 
＜8.8%＞ 

84.3万人 
＜9.5%＞ 

66.0万人 
＜8.9%＞ 

123.4万人 
＜9.4%＞ 

25.4万人 
＜14.9%＞ 

11.9万人 
＜16.6%＞ 

18.1万人 
＜15.5％＞ 

1419.4万人 
＜11.1%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（2.00倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.92倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.87倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.81倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.77倍） 

197.7万人 
＜15.0%＞ 
（1.60倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.16倍） 

13.7万人 
＜22.1%＞ 
（1.15倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.15倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.53倍） 

（％） 

4,980  6,008  6,679  7,007  7,298  7,622  

5,403  
6,209  

6,512  6,453  6,328  6,254  
20.0  

23.1  
24.9  25.7  26.6  

28.0  

0.0

10.0

20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく  

今後の介護保険をとりまく状況 
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4,371  
4,357  

4,344  
4,250  

4,175  
4,112  

3,941  3,680  
3,324  

3,077  2,896  
2,761  

2,596  

1,303  
1,412  1,529  

1,749  
1,733  

1,479  
1,407  1,495  1,645  

1,600  
1,383  

1,225  
1,128  

678  
870  

1,037  
1,135  1,242  

1,442  
1,432  1,231  1,186  

1,272  
1,407  

1,366  
1,187  

224  
294  

383  
511  637  736  

846  1,015  
1,037  

985  
977  

1,035  
1,149  

6,575  
6,933  

7,293  
7,645  

7,787  7,769  7,626  
7,421  

7,192  
6,933  

6,664  
6,387  

6,060  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

678  
870  

1,037  
1,135  

1,242  
1,442  

1,432  
1,231  

1,186  

1,272  

1,407  
1,366  

1,187  

224  

294  

383  

511  

637  

736  846  

1,015  
1,037  

985  

977  1,035  
1,149  

901  

1,164  

1,419  

1,646  

1,879  

2,179  
2,278  2,245  2,223  2,257  

2,385  2,401  
2,336  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

⑤要介護率が高くなる 7 5歳以上の人口の推移  ⑥介護保険料を負担する 4 0歳以上人口の推移  

○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。 

〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、
一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。 

○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の
2000年以降、増加してきたが、2025年以降は減少する。 

75～84歳 

85歳～ 

40～64歳 

65～74歳 

75～84歳 

85歳～ 

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計 

     実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口） 
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（万人） （万人） 



75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は
大きく、1.5倍を超える市町村が11.3％ある一方、減少する市町村が16.9％ある。 

75歳以上人口について、平成27（2015）年を100としたときの平成37（2025）年の指数 

70以上～100未満 
280 

（16.9%） 

100以上～110未満 
311 

（18.7%） 

110以上～120未満 
300 

（18.1%） 

120以上～130未満 
266 

（16.0%） 

138 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指数 

市町村数 

（割合） 

150以上～160未満 
     102 
    （6.1%） 

170以上～ 
  22 
 （1.3%） 
 

160以上～170未満 
      63 
    （3.8%） 

130以上～ 
 140未満 
  178 
 (10.7%) 

140以上
～ 
150未満 
   138 
 (8.3%) 

◆全国計（132.4） 

注）市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成 
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⑦７５歳以上人口の伸びの市町村間の差  



29.1 32 39.8 50.5 60.1 67.4 

5.9 
52.7 55.1 57.5 60.4 66.2 69.2 77.3 

4.5 

52.1 62.9 66.2 65.4 66.9 71.2 77.1 

65.5 

4 0.1 0 

55.1 70.9 
89.1 

107 
125.2 

133.2 138.7 87.6 76.9 78.8 85.2 91 97 
105.2 

39.4 
49 

57.1 

64.1 
59.5 

61.4 
65.1 

75.6 80.6 82.3 85.4 
90.1 

95.2 
99.3 

31.7 

35.8 

39.4 

43.1 
49.2 

52.7 
56 65.2 71.1 73.8 71.3 

70 
72.4 

74.7 

33.9 

36.5 

39.4 

42.4 

47.9 
49.7 

52.5 54.7 57.9 
59 63 

64.1 
67 

69.6 

29 

34.1 

38.1 

41.4 

45.5 
46.5 

46.5 48.9 
50 

51.5 
56.4 

59.3 
60.9 

61.2 

H12.4末 H13.4末 H14.4末 H15.4末 H16.4末 H17.4末 H18.4末 H19.4末 H20.4末 H21.4末 H22.4末 H23.4末 H24.4末 H25.4末  

要支援 要支援１ 要支援２ 経過的 要介護１ 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

（単位：万人） 

（出典：介護保険事業状況報告） 

２１８ 

２５８ 

３０３ 

３４９ 
３８７ 

４１１ 
４３５ 

４４１ ４５５ 

４８７ 
４６９ 

注１）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。 

５０８ 
５３３ 

注２）楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。 

（注１） （注２） 

要介護度別認定者数の推移 
要介護（要支援）の認定者数は、平成２５年４月現在５６４万人で、この１３年間で約２．５９倍に。このうち
軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。 

５６４ 
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２０００年度 

２００１年度 

２００２年度 

２００３年度 

２００４年度 

２００５年度 

２００６年度 

２００７年度 

２００８年度 

２００９年度 

２０１０年度 

２０１１年度 

２０１２年度 

２０１３年度 

２０１４年度 

2,911円 

（全国平均） 

3,293円 

（全国平均） 

4,090円 

（全国平均） 

事業運営期間 給付（総費用額） 事業計画 保険料 

3.6兆円 

4.6兆円 

5.2兆円 

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。 
  保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。 

○ 高齢化の進展により、2025年には保険料が現在の5000円程度から8200円程度に上昇することが見込まれており、地域包括ケ
アシステムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。 

4,160円 

（全国平均） 

第
三
期 

第
三
期 

第
二
期 

第
一
期 

第
四
期 

第
四
期 

第
五
期 

第
五
期 

5.7兆円 

6.2兆円 

6.4兆円 

6.4兆円 

6.7兆円 

6.9兆円 

7.4兆円 

7.8兆円 

8.2兆円 

8.9兆円 

9.4兆円 

10.0兆円 

4,972円 

（全国平均） 

第 

一 

期 

第 

二 

期 

※2011年度までは実績であり、2012～2013年は当初予算、2014年度は当初予算（案）である。 
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）  

・・・ 

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 
8,200円 

    程度 

介護報酬
の改定率 

H15年度改定 

▲2.3％ 

H17年度改定 

▲1.9％ 

H18年度改定 

▲0.5％ 

H21年度改定 

＋3.0％ 

H24年度改定 

＋1.2％ 

※2012年度の賃金水準に換算した値 

介護給付と保険料の推移 
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消費税率引上げに伴う 

H26年度改定 ＋0.63％ 



費用の９割分 

の支払い 

第１号被保険者  

・65歳以上の者 

第２号被保険者 

・40歳から64歳までの者 

保険料 
 

  
原則年金からの天引き 

全国プール 

 国民健康保険 ・ 

  健康保険組合など 

１割負担 

サービス利用 

加 入 者 （被保険者） 

市 町 村 （保険者） 

２１％ ２９％ 
 

 税 金 

保険料 

市町村 都道府県 国 

１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※） 

 

財政安定化基金 
 

（平成24－26年度） 

（２，９７８万人） （４，２９９万人） 

個別市町村 

居住費・食費 

要介護認定 

請求 

※施設等給付の場合は、 

 国２０％、都道府県１７．５％  

５０％ 

５０％ 

人口比に基づき設定  

（注） 第１号被保険者の数は、「平成２３年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成２３年度末現在の数である。 

      第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、
平成２３年度内の月平均値である。 

介護保険制度の仕組み 

サービス事業者 

 ○在宅サービス 

    ・訪問介護          

  ・通所介護 等 

 ○地域密着型サービス 
  ・定期巡回・随時対応型訪問 

   介護看護 

  ・認知症対応型共同生活介護 等 

 ○施設サービス 
  ・老人福祉施設          

  ・老人保健施設 等 
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利 

用 

者 

市 

町 

村 

の 

窓 

口 

認 

定 

調 

査 

医 

師 

の 

意 

見 

書 

 
 

要 
 

 

介 
 

 

護 
 

 

認 
 

 

定 

要支援１ 

要支援２ 

○施設サービス 

 ・特別養護老人ホーム 

 ・介護老人保健施設 

 ・介護療養型医療施設 

○居宅サービス 

 ・訪問介護 ・訪問看護 

 ・通所介護 ・短期入所サービス 

                  など 

○地域密着型サービス 

 ・定期巡回・随時対応型訪問 

   介護看護 

 ・小規模多機能型居宅介護 

 ・夜間対応型訪問介護 

 ・認知症対応型共同生活介護  

                  など 
  

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画 

○市町村の実情に応じた
サービス  

    

要介護１ 

要介護５ 

～ 

非 該 当 

（ 

ケ 

ア 

プ 

ラ 

ン 

） 
○介護予防サービス 

 ・介護予防通所介護 

 ・介護予防通所リハビリ 

 ・介護予防訪問介護    など 

○地域密着型介護予防サービス 

 ・介護予防小規模多機能型 

    居宅介護 

 ・介護予防認知症対応型 

    共同生活介護                など 

○介護予防事業 

 
 

介
護
予
防 

ケ 

ア 

プ 

ラ 

ン  

寝たきりや認知症で 

介護サービスが必要な方 

要介護状態となるおそれがあり 

日常生活に支援が必要な方 

介
護
給
付 

予
防
給
付 要支援・要介

護になるおそ
れのある者 

地
域
支
援 

事
業 

介護サービスの利用の手続き（現行） 
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介護保険制度 

介護給付（要介護者） 
約7兆1000億円（平成23年度）＊ 

予防給付（要支援者） 
約4100億円（平成23年度）＊ 

地域支援事業 
約1570億円（平成23年度） 

個別給付 
 

◆法定のサービス類型 
  （特養・訪問介護・通所介護等） 
 

◆全国一律の人員基準・運営基準 

個別給付 
 

◆法定のサービス類型 
    （訪問介護・通所介護等） 

 

◆全国一律の人員基準・運営基準 

財源構成 （国）25% : （都道府県/市町村）12.5%: （１号保険料）21%: （２号保険料）29% 
 

財源構成 （国）39.5% : （都道府県 
/市町村）19.75%: （１号保険料）21％ 

包括的支援事業 

・任意事業 
 

 

◆地域包括支援センター
の運営等 

介護予防事業・総合事業 
 

◆内容は市町村の裁量 
 

◆全国一律の人員基準 
  ・運営基準なし 

62 ＊これ以外に高額介護サービス費等が含まれる。 

現行の介護保険制度の仕組み 

○ 介護保険制度の中には、①要介護者（１～５）に対する介護給付、②要支援者（１・２）に対する予防給付のほか、 

  保険者である市町村が、「事業」という形で、要介護・要支援認定者のみならず、地域の高齢者全般を対象に、地域で必要と

されているサービスを提供する「地域支援事業」という仕組みがある（平成１７年改正で導入。平成１８年度から施行）。 

   ※介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成は変わらない。 

○ 要介護者・要支援者以外の高齢者（２次予防事業対象者など）への介護予防事業は、「地域支援事業」で実施。 

○ 市町村の選択により、「地域支援事業」において、要支援者・ ２次予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援に資する

サービスを総合的に実施できる事業（「総合事業」）を創設（平成23年改正で導入。平成24年度から施行）。 

   ※２４年度には２７保険者（市町村等）が実施。２５年度は４４保険者が実施予定。 



介護予防ボランティア養成研修 
（介護予防事業） 

『佐々町介護予防ボランティア』登録 

①通所型介護予
防推進活動 

②地域型介護予
防推進活動 

介護予防推進連絡会 
【各地区の情報交換 ・ 活動報告、新規メニュー紹介等】 

③訪問型介護予
防推進活動※ 

○ 「介護予防ボランティア養成研修」を受けた65歳以上の高齢者が、①介護予防事業でのボランティアや、
②地域の集会所などでの自主的な介護予防活動、③要支援者の自宅を訪問して行う掃除・ゴミ出し等の
訪問型生活支援サービスを行うことを支援。 

○ 平成20年度から実施し、平成24年12月現在45名が登録・活動中。 

○ 平成24年度からは介護保険法改正により導入した介護予防・日常生活支援総合事業で実施。 

※平成24年度より 

佐々町の介護予防ボランティア組織図 
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介護予防・日常生活支援総合事業の取組（長崎県佐々町） 
～介護予防ボランティアによる介護予防と日常生活支援～ 



介護予防・日常生活支援総合事業の取組（山梨県北杜市） 
～地域住民の支え合いによる通いの場づくりと生活支援～ 

○運営（８か所） 
 ＮＰＯ、社協、地区組織、ＪＡ、 介護事業所 

○内容 

  交流、会話、趣味、事業所の特性を生か 

  した活動（週１～２回） 
○スタッフは１～２名。他はボランティア。 

○ケアマネジメント 

  北杜市地域包括支援センターが実施 

○地域の人が誰でも気軽に立ち寄れる場所 

○ 内容 

  ・配食＋安否確認（緊急連絡を含む） 
  ・弁当業者等が配食の際、利用者に声かけ 

  ・異常があった時の連絡義務づけ 

  ・弁当業者、ボランティア、NPO等が連携 

   （５か所の事業者が参入） 

通所型予防サービス（ふれあい処北杜） 生活支援サービス 

※地域支え合い体制づくり事業で整備 
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○ 地域住民が住み慣れた地域で安心して過ごすため、医療や介護、介護保険外サービスを含めた様々な
サービスを日常生活の場で提供 

 
○ 利用者の視点に立った柔軟な対応、地域活力の向上に向けた取組、地域包括ケアの実現に向けた取組
を目指し、住民ボランティアの協力による①通所型予防サービス、②配食・見守り・安否確認等の生活支
援サービスを実施  



 
 

【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 21% 
 

2号保険料  
 29% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.5% 
 

都道府県  
 19.75% 
 

市町村   
 19.75% 
 

1号保険料   
 21% 

 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 
   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

新しい地域支援事業の全体像 
＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 



経過措置期間 

市町村の新しい総合事業実施に向けたスケジュールについて（イメージ） 

２７’ ２８’ ２９’ 

保

険

者

数 
 

３０’ 

法改正 

27、28年度は市町村の選択で移行（エリアごとも可） 

要支援認定期間 
→最大12か月 

全ての保険者・ 
エリアで導入 

○ 移行に際しては受け皿の整備に一定の時間がかかることも踏まえて、平成29年４月までに、全ての保険者で要支援
者に対する新しい総合事業を開始。（27、28年度は市町村の選択） 

○ 平成29年度末をもって、予防給付のうち訪問介護と通所介護については終了。 

     ：予防給付 
       （訪問介護・通所介護） 

     ：新しい総合事業 

既にサービスを受けている者については事業移行後も 
必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。 

訪問介護、通所介護（予防給付）から訪問型サービス・通所型サービスへの移行（イメージ） 

新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進 

（必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする） 
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総合事業への指定事業者制の導入等による円滑な移行 

・指定介護予防事業者 
 （都道府県が指定） 

・介護報酬（全国一律） 

・国保連に審査・支払いを委託 

※被保険者に対する介護予防サービス費
の支給を、指定事業者が被保険者に代
わって受領する仕組み 

＜介護予防給付の仕組み＞ ＜新しい総合事業の仕組み＞ 

・指定事業者 （市町村が指定） 

・単価は市町村が独自に設定 

・国保連に審査・支払いの委託が可能 

※被保険者に対する事業支給費の支給を、指定事業者が被
保険者に代わって受領する仕組み 

①指定事業者による方法（給付の仕組みに類似） 

②その他の方法 

・事業者への委託、事業者への補助、市町村に
よる直接実施 

・委託費等は市町村が独自に設定 
  （利用者1回当たりや1人当たりの単価による方法や、利用定員等に対

して年間、月間等の委託費総額を取り決める方法など、様々な方法
が可能） 

・単価による方法の場合は、国保連に審査・支
払いの委託が可能 

○ 給付から事業への移行により、多様な主体による多様なサービスが可能となり、市町村の事業の実施方法も多様となる。 

 国が介護保険法に基づきガイドライン（指針）を定め、円滑な移行を支援。 

○ 市町村の総合事業の実施方法として、事業者への委託等のほか、予防給付と類似した指定事業者制を導入 

・指定事業者制により、事業者と市町村の間で毎年度委託契約を締結することが不要となり、事務負担を軽減 

・施行時には、原則、都道府県が指定している予防給付の事業者（訪問介護・通所介護）を、市町村の総合事業の指定事

業者とみなす経過措置を講じ、事務負担を軽減するとともに、円滑な移行を図る 

・審査・支払についても、現在の予防給付と同様に、国民健康保険団体連合会の活用を推進 

円滑な移行 
（訪問介護･通所介護） 

改正法の施行時には、原則、
都道府県が指定している予
防給付の事業者（訪問介
護・通所介護）を、市町村の
総合事業の指定事業者とみ
なす経過措置 

（必要な方への専門的なサービス提供等） 

・専門的なサービスを必要とする方に対しては、既存の介護事業者
等も活用して、専門的なサービスを提供 

・既にサービスを受けている方は、事業移行後も市町村のケアマネ
ジメントに基づき、既存サービス相当のサービスを利用可能とする 

・国としてガイドラインを定めること等を通じ、専門的なサービスにに
ついてふさわしい単価設定を行うことなど市町村の取組を支援  

  ※ 新しくサービスを受ける者には、市町村を中心とした支え合いの体制づくり 
   を進めることで、ボランティア、ＮＰＯなどの多様なサービスの提供を推進 



特別養護老人ホーム 老人保健施設 
介護療養型医療施設 

（2017年度末までに廃止） 

基本的性格 要介護高齢者のための生活施設 
要介護高齢者が在宅復帰を目指
すリハビリテーション施設 

重医療・要介護高齢者の長期療
養施設 

定義 

65歳以上の者であって、身体上
又は精神上著しい障害があるた
めに常時の介護を必要とし、かつ、
居宅においてこれを受けることが
困難なものを入所させ、養護する
ことを目的とする施設 

【老人福祉法第20条の5】 

要介護者に対し、施設サービス計
画に基づいて、看護、医学的管理
の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことを目的とす
る施設 

療養病床等を有する病院又は診
療所であって、当該療養病床等
に入院する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、療養上
の管理、看護、医学的管理の下
における介護その他の世話及び
機能訓練その他必要な医療を行
うことを目的とする施設 

【旧・医療法第7条第2項第4号】 

介護保険法上の類型 
介護老人福祉施設 

【介護保険法第8条第26項】 

介護老人保健施設 

【介護保険法第8条第27項】 

介護療養型医療施設 

【旧・介護保険法第8条第26項】 

主な設置主体 
地方公共団体 

社会福祉法人 

地方公共団体 

医療法人 

地方公共団体 

医療法人 

居室面積 

・定員数 

従来型 
面積／人 10.65㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上 

定員数 原則個室 ４人以下 ４人以下 

ユニット
型 

面積／人 10.65㎡以上 

定員数 原則個室 

医師の配置基準 必要数（非常勤可） 
常勤１以上 

100:1以上 

３以上 

48:1以上 

施設数（H24.10）※ 7,552 件 3,932 件 1,681 件 

定員数・病床数（H24.10）※ 498,700 人 344,300 人 75,200 人 

介護保険３施設の概要 

※介護給付費実態調査（10月審査分）による。 68 



○ 特別養護老人ホームへの新規入所者のうち、軽度者（要介護１・２）が占める割合について、都道府県
別で比較すると、地域によって偏りがみられる。 

特養における要介護１・２の新規入所者の割合 
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要介護２ 

要介護１ 

※厚生労働省老健局高齢者支援課作成（平成23年度時点） 

〔平成23年度における特養の新規利用者のうち、要介護１・２の割合〕 
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全国平均 11.8％ 





















介 護 福 祉 士 の 資 格 取 得 方 法 に 関 す る これまでの動 き 
 【平成１９年度改正】 
  介護福祉士の資質向上を図る観点から、一定の教育課程を経た後に国家試験を受験するという形で資格の取得方法を一元化 

    （平成２４年度からの施行を予定。） 
    実務経験ルート 養成施設ルート   

  
改正前  介護業務の実務３年を経て、国家試験を受験。  養成施設(２年以上)の卒業のみで介護福祉士の資格を取得。 

  

    

  
改正後 

 実務３年に加え、600時間以上(６か月以上）の実務者研修の  
 受講を義務づけ。 

 教育内容を1,650時間の課程から1,800時間の課程に充実する 
 とともに、新たに国家試験を義務づけ。 

  

    

                                                                                                      

【平成２４年度予備費】福祉・介護人材確保緊急支援事業の創設 
 メニューとして、介護従事者が介護福祉士試験の受験資格の要件となる「実務者研修」を受講する際に必要な代替要員を雇いあげるための
費用を 補助（介護福祉士試験の実務者研修に係る代替要員の確保） 

 【平成２３年度改正】 
  施行延長と環境整備を図るため、次のとおり改正。 
  実務経験ルート 養成施設ルート   

  

改正内容 

 
 施行を平成２４年度から２７年度に３年延長。（法律） 
  理由 ： ①新たな教育内容 （たん吸引等）の追加、 

②受講支援策の充実 

 施行を平成２４年度から２７年度に３年延長。（法律） 
 

  

                                                

   研修時間を600時間から450時間（たん吸引等50時間含む）に  
 見直し（省令） 

 
 新たな教育内容 (たん吸引等50時間)の追加により、研修時 
 間を1,800時間から1,850時間に見直し。（省令） 

  

                                                

   働きながらでも研修を受講しやすい環境の整備。（省令 等） 
  ①通信教育の活用、②過去に受講した科目を読み替 
  える仕組みの導入、③受講費用の支援 等 
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